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カジノ管理委員会第２６回会議の開催状況 

 

第１ 日時、場所及び出席者日時 

１ 日時 

令和２年１０月２２日 １４時００分～１５時３０分 

２ 場所 

 カジノ管理委員会 １２階大会議室 

３ 出席者 

○北村委員長、氏兼委員、渡委員、遠藤委員、樋󠄀口委員 

○徳永事務局長、並木次長、徳田総務企画部長、坂口監督調査部長、阿波規制監督課長

（議事担当課）、笠松財務監督課長（議事担当課） 

 

第２ 要旨 

１ 議決事項 

 なし。 

 

２ その他の案件 

 (１)カジノ事業等の規制（これまでの議論に基づく論点整理(6)）について 

監督調査部長より、カジノ事業等の規制のこれまでの議論に基づく論点整理（届出の

対象とする契約、特定資金移動業務・受入業務に係る供託等、特定金融業務に関するそ

の他の論点）について説明があり、主に以下の点について検討した。 

 

・届出の対象とする契約について（下記、IR整備法第九十九条等参照） 

（契約の届出） 

第九十九条 カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結したときは、カジノ管理委員会規則で定める

ところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 

一 第九十五条第一項各号に掲げる契約以外の契約であって、カジノ事業の健全な運営に影響

を及ぼす業務としてカジノ管理委員会規則で定めるものに係るもの 

 

（カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約） 

第百三十三条  

４ 第九十三条第三項及び第四項並びに第九十六条から第百二条までの規定は、カジノ施設供用

事業者が行う業務に係る契約について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、

政令で定める。  
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・特定資金移動業務・受入業務に係る供託等（下記、IR整備法第二条等参照） 

（定義） 

第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設と第一号から第五号までに掲

げる施設から構成される一群の施設（これらと一体的に設置され、及び運営される第六号に掲

げる施設を含む。）であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるものを

いう。 

８ この法律において「カジノ事業」とは、次に掲げる業務（以下「カジノ業務」という。）を

行う事業をいう。 

二 カジノ行為を行う顧客の依頼を受けて当該顧客の金銭について行う次に掲げる業務（第三

章において「特定金融業務」という。） 

イ 銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める金融機関を介し、カジノ事業者の管理する

当該顧客の口座と当該顧客の指定する預貯金口座との間で当該顧客の金銭の移動に係る為

替取引を行う業務（第三章第二節第四款において「特定資金移動業務」という。） 

ロ 当該顧客の金銭を受け入れる業務（第八十四条において「特定資金受入業務」とい

う。） 

ハ 当該顧客に金銭を貸し付ける業務（第三章第二節において「特定資金貸付業務」とい

う。） 

ニ 金銭の両替を行う業務 

 

（特定金融業務に関する報告書） 

第七十八条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、一事業年度内でカ

ジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、特定金融業務に関する報告書を作成し、カジノ管理

委員会に提出しなければならない。 

     

（特定資金移動履行保証金の供託） 

第八十条 カジノ事業者は、一月を超えない範囲内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごと

に、当該期間における特定資金移動要履行保証額（各日における未達債務の額（カジノ事業者

がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務の額であって、カジノ管理委員会規則で定め

るところにより算出した額をいう。）と第八十二条第一項の権利の実行の手続に関する費用の

額としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額の合計額をいう。）の最高額

（次条第三項第一号において「特定資金移動要供託額」という。）以上の額に相当する額の履

行保証金（以下この款において「特定資金移動履行保証金」という。）を、当該期間の末日

（同号において「基準日」という。）から起算して一週間以内に、当該カジノ事業者に係るカ

ジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。 

２ 前項又は次条第二項の規定により供託する特定資金移動履行保証金は、国債証券、地方債証

券その他のカジノ管理委員会規則で定める債券（社債、株式等の振替に関する法律第二百七十

八条第一項に規定する振替債を含む。）をもってこれに充てることができる。この場合におい

て、当該債券の評価額は、カジノ管理委員会規則で定めるところによる。 
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（特定資金移動履行保証金保全契約等） 

第八十一条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、特定資金移動履行

保証金保全契約（銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める者が、特定資金移動業務を行う

カジノ事業者のために、カジノ管理委員会の命令に応じて特定資金移動履行保証金を供託する

旨の契約をいう。以下この条において同じ。）を締結したときは、当該特定資金移動履行保証

金保全契約の効力の存する間、保全金額（当該特定資金移動履行保証金保全契約において供託

されることとなっている金額をいう。以下この条において同じ。）について、特定資金移動履

行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 

２ カジノ管理委員会は、特定資金移動業務を利用する顧客の利益の保護のため必要があると認

めるときは、特定資金移動履行保証金保全契約を締結したカジノ事業者又はその契約の相手方

に対し、保全金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 

３ 前条第一項又は前項の規定により供託した特定資金移動履行保証金は、次の各号に掲げる場

合のいずれかに該当するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その全部又は

一部を取り戻すことができる。 

一 基準日における特定資金移動要供託額が、その直前の基準日に係る前条第一項又は前項の

規定により供託した特定資金移動履行保証金の額と保全金額の合計額を下回るとき。 

二 次条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。 

三 特定資金移動業務に関し負担する債務の履行を完了した場合としてカジノ管理委員会規則

で定めるとき。 

 

（特定資金移動履行保証金の還付） 

第八十二条 カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者は、第

八十条第一項又は前条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金について、他の

債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 

２ 前項の権利の実行は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときに、することができ

る。 

一 カジノ事業者について破産手続開始の申立て等（破産手続開始の申立て、再生手続開始の

申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立

て（外国の法令上これらに相当する申立てを含む。）をいう。）がされたとき。 

二 カジノ管理委員会に対し当該権利の実行の申立てがあった場合において、カジノ管理委員

会が当該申立てを理由があると認めるとき。 

３ カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる場合には、第一項の権利を有する者に対し、六十日

を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権

の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利の実行の手続か

ら除斥されるべきことの公示をする措置その他の同項の権利の実行のために必要な措置を講じ

なければならない。 
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４ カジノ管理委員会は、第二項各号に掲げる場合において必要と認めるときは、カジノ管理委

員会規則で定めるところにより、前項の申出の受付その他の第一項の権利の実行のために必要

な事務を銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める者（以下この条において「権利実行事務

代行者」という。）に委託することができる。この場合において、権利実行事務代行者は、他

の法律の規定にかかわらず、この項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。 

５ 前項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であっ

て当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により

公務に従事する職員とみなす。 

６ 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、カジ

ノ管理委員会規則で定める。 

 

（特定資金移動履行保証金の保管替えその他の手続） 

第八十三条 前三条に規定するもののほか、カジノ事業者の所在地の変更に伴う第八十条第一項

又は第八十一条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金の保管替えその他特定

資金移動履行保証金の供託に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則・法務省令で定める。 

 

（特定資金受入業務の規制） 

第八十四条 カジノ事業者は、特定資金受入業務においては、いかなる名義をもってするかを問

わず、顧客から手数料を受領し、又は顧客に利息を支払ってはならない。 

２ カジノ事業者は、基準日特定資金受入残高（カジノ事業者が毎年三月三十一日及び九月三十

日における顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高としてカジノ管理委員会規則で定める

ところにより算出した額をいう。）が政令で定める額を超えるときは、当該基準日特定資金受

入残高の二分の一の額（次項において「特定資金受入要供託額」という。）以上の額に相当す

る額の受入保証金（同項において「特定資金受入保証金」という。）を、カジノ管理委員会規

則で定めるところにより、当該カジノ事業者に係るカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなけ

ればならない。 

３ 第八十条第二項及び前三条の規定は、特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金及び特定

資金受入要供託額について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定め

る。 

 

・特定金融業務に関するその他の論点（下記、IR整備法第四十条等参照） 

（免許の申請） 

第四十条 認定設置運営事業者は、前条の免許を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載し

た申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 

八 特定金融業務を行おうとするときは、その種別及び内容その他カジノ管理委員会規則で定

める事項 
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（変更の承認等） 

第四十八条 カジノ事業者は、次に掲げる事項の変更（第三号に掲げる事項にあっては、カジノ管

理委員会規則で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定

めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 

五 特定金融業務の実施の有無又は特定金融業務の種別若しくは内容その他特定金融業務に関

するカジノ管理委員会規則で定める事項 

 

（特定金融業務の規制） 

第七十六条 カジノ事業者は、特定金融業務においては、顧客がチップの交付等を受けるための支

払に充てようとする金銭、チップと引換えに交付された金銭又は特定資金貸付契約に基づくカ

ジノ事業者に対する債務の弁済に充てようとする金銭以外の金銭を取り扱ってはならない。 

２ カジノ事業者は、特定金融業務の実施に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

一 顧客に対し、虚偽のことを告げ、又は特定金融業務の内容のうち重要な事項を告げない行為 

二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそ

れのあることを告げる行為 

三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は不当な行為 

四 前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとしてカジノ管理委員

会規則で定める行為 

３ カジノ事業者が第三十九条の免許を受けて行う特定金融業務については、銀行法（昭和五十六

年法律第五十九号）の規定は、適用しない。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 


